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付属資料 3 場所情報の記入方法 
場所情報に関わる記入方法を以下に示す。 

 

（１） 業務件名等 

1） 住所コード 

住所コードは、総務省が公開している全国地方公共団体コード 6 桁のうち第 6 桁の検

査数字を除いた 5 桁の数字である。第 1 桁及び第 2 桁の 2 桁の番号が都道府県コード、

第 3 桁、第 4 桁及び第 5 桁の 3 桁の番号が市区町村コードである。 

下記 URL で全国地方公共団体コードが公開されている。 

総務省 全国地方公共団体コード 

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html  
 
 

2） 「住所コード」と「住所」の XML 表記例 

 ・対象地区が１市区町村内の 1 箇所である場合 

  
<住所情報> 

<住所コード>13103</住所コード> 
<住所>東京都港区赤坂 7 丁目</住所> 

</住所情報> 

 ・対象地区が１市区町村内の 2 箇所である場合 

  
<住所情報> 

<住所コード>13103</住所コード> 
<住所>東京都港区赤坂 7 丁目</住所>  
<住所>東京都港区新橋 1 丁目</住所> 

</住所情報> 
該当地区の数を繰り返す。 

 ・対象地区が複数市区町村の場合（該当する住所が全て列記可能な場合） 

  
<住所情報> 

<住所コード>13102</住所コード> 
<住所>東京都中央区日本橋 3 丁目</住所> 

</住所情報> 
<住所情報> 

<住所コード>13103</住所コード> 
<住所>東京都港区</住所> 

</住所情報> 
<住所情報> 

<住所コード>13109</住所コード> 
<住所>東京都品川区東品川 4 丁目</住所> 

</住所情報> 
  ：      ：      ： 

該当市区町村数分繰り返す。 
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 ・対象地域が複数市区町村の場合(設計図書等の住所で代表する場合)  
 

<住所情報> 
<住所コード>13102</住所コード> 
<住所コード>13103</住所コード> 
<住所コード>13109</住所コード> 
<住所>東京都中央区日本橋他地内</住所> 

</住所情報> 

中央区の他、港区及び品川区に該当する場合 

  ・対象地区が 1 都道府県全域の場合 

  
<住所情報> 

<住所コード>28000</住所コード> 
<住所>兵庫県</住所> 

</住所情報> 

 

 ・対象地区が発注者の管内全域等の広域に渡る場合 

  
<住所情報> 

<住所コード>31000</住所コード> 
<住所コード>32000</住所コード> 
<住所コード>33000</住所コード> 
<住所コード>34000</住所コード> 
<住所コード>35000</住所コード> 
<住所>中国農政局管内</住所> 

</住所情報> 

住所コードは、管内の該当地域の数を繰り返す 
（当該地域の範囲により、県コード・市区町村コードを選択できる）。 
 

 ・特定の地域に該当しない場合 

  
<住所情報> 

<住所コード>99999</住所コード> 
<住所>対象地域なし</住所> 

</住所情報> 

 
 

（2） 場所情報 

1） 対象水系路線コード 

対象水系路線コードは、農林水産省ホームページに掲載された発注者が示すコード表に

より記入する。 

業務対象水系・路線コード 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html 
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2) 「対象水系路線コード」と「対象水系路線名」の XML 表記例 
・対象地域が特定の水系に位置する場合 
 

<水系-路線情報> 
<対象水系路線コード>19303</対象水系路線コード> 
<対象水系路線名>利根川水系</対象水系路線名> 
         ： 

</水系-路線情報> 

 
・対象地域が複数の路線に該当する場合 
 

<水系-路線情報> 
<対象水系路線コード>21151</対象水系路線コード> 
<対象水系路線名>津軽自動車道</対象水系路線名> 
         ： 

</水系-路線情報> 
 
<水系-路線情報> 

<対象水系路線コード>21153</対象水系路線コード> 
<対象水系路線名>八戸・久慈自動車道</対象水系路線名> 
         ： 

</水系-路線情報> 

 

3)  「対象河川コード」の XML 表記例 
 

<対象河川コード>860604nnnn</対象河川コード> 

淀川の例である。なお下 4 桁(nnnn)は河川番号を示しており、「河川コード仕様書」

を準拠し、0001 から連番により付与する。 
 

4) 「左右岸上下線コード」の XML 表記例 
・対象地域が道路の上り線に位置する場合 
 

<左右岸上下線コード>10</左右岸上下線コード> 

 
・対象地域が河川の両岸に位置する場合 
 

<左右岸上下線コード>01</左右岸上下線コード> 
<左右岸上下線コード>02</左右岸上下線コード> 

両岸の場合は左岸と右岸を列記する。 

5) 「距離標」の XML 表記例 
・起点側からの距離標が 31K45、終点側の距離標が 36K67 の場合 
 

<起点側距離標-n>031</起点側距離標-n> 
<起点側距離標-m>045</起点側距離標-m> 
<終点側距離標-n>036</終点側距離標-n> 
<終点側距離標-m>067</終点側距離標-m> 
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6) 境界座標（緯度経度） 

｢境界座標｣は世界測地系(日本測地系 JGD2011)に準拠する。その範囲は対象範囲を囲む

矩形の領域を示し、西側及び東側の経度と北側及び南側の緯度を各々度（3 桁）分（2 桁）

秒（2 桁）で表される 7 桁の数値を記入する｡特定の地域に該当しない業務については、

「99999999」(対象地域なし)を各項目に記入する。｢境界座標｣は｢対象領域の外側｣を記入

する｡なお、対象領域が南緯及び西経の場合は頭文字に「－」(HYPHEN-MINUS)を記入

する。 

境界座標（緯度・経度）の値が明確である場合は、受発注者間で確認の上、その値を管

理項目に記入する。境界座標（緯度・経度）の値が不明確である場合は、地形図等から読

み取るなどして、その値を管理項目に記入する。その時の精度は、業務範囲にもよるが

100m 程度を目安とする（経緯度の 1 秒は地上距離で約 30m に相当する）。業務範囲が大

きくなれば一般に精度も粗くなるが、可能な範囲の精度で取得することが望ましい。 

なお、座標の調査方法については、次頁に示すような方法により調査できる。 

 

7) 「境界座標」の XML 表記例 
・対象地域が明らかな場合 

<西側境界座標経度>1380929</西側境界座標経度> 
<東側境界座標経度>1381212</東側境界座標経度> 
<北側境界座標緯度>0351377</北側境界座標緯度> 
<南側境界座標緯度>0350213</南側境界座標緯度> 

 ・特定の地域に該当しない場合 

<西側境界座標経度>99999999</西側境界座標経度> 
<東側境界座標経度>99999999</東側境界座標経度> 
<北側境界座標緯度>99999999</北側境界座標緯度> 
<南側境界座標緯度>99999999</南側境界座標緯度> 
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対象範囲 

対象路線 

（３）境界座標の調査方法(例) 

境界座標の調査方法としては、次の 5 つがある。 

1) 測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス 

2) 地理院地図(電子国土 Web)による境界座標の調査方法 

3) 地形図による境界座標の調査方法 

4) 都道府県の東西南北端点と重心の経度緯度の調査方法 

5) 既知の平面直角座標を変換する方法

各調査方法を以下に示す。 

1） 測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス 

国土地理院では、業務・工事管理項目の境界座標に関する入力支援サービス

のシステムを一般公開しており、インターネットが利用可能な環境であれば無

償でサービスを利用することができる。 

 
測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス 

http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html 

 
2） 地理院地図(電子国土Web)による境界座標の調査方法 

1. 業務対象範囲を地図等におとし、左下隅および右上隅を確認する。対象範囲

が路線区間である場合は、対象路線の外側を業務対象範囲とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図付 3-1 業務対象範囲の取得方法 

2. Web ブラウザより下記 URL のホームページに接続すると、「地理院地図

」が表示される。 

http://maps.gsi.go.jp/ 
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3. 画面下部  をクリックするか、地形図上任意点を右クリックし、 コ

ンテキストメニュー（住所、経緯度等の位置情報）を表示する。（その時

点で表示されている地形図中心の位置情報が表示される。） 
 

図付 3-2 コンテキストメニューの表示 

 

4. 適宜、拡大・縮小・スクロール等の操作を行い、該当する地域を表示し、表示された

地形図上で、1 で確認した対象範囲の左下隅をマウスでクリックする。 
 

図付 3-3 対象範囲の左下の指示 

対象範囲の左下隅をマウスでクリックする。 
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5. クリックした地点の緯度経度が表示される。表示された緯度を「南側境界座標緯度」

、経度を「西側境界座標経度」に記入する。 
（緯度、経度は度-分-秒単位で記入する。） 

 

 

図付 3-4 緯度経度の表示 

 

6. 4、5 と同様の手順で対象範囲の右上隅をマウスでクリックし、表示された緯度

を「北側境界座標緯度」、経度を「東側境界座標経度」に記入する。 
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3) 地形図による境界座標の調査方法 

1. 業務対象範囲を地形図(1/25,000、1/50,000、1/200,000)におとし、左下隅および右上隅を確

認する。対象範囲が路線区間である場合は、対象路線の外側を業務対象範囲とする。 
 

          

          

          

          

          

          

          
 

図付3-5 業務対象範囲の取得方法 

2. 地形図が1/25,000の場合には、図郭線上に1分ごとの目盛りがきざまれているので、これら

の目盛りを使用し、下図のように経緯度1分ごとのメッシュ(方眼)を作図する。 
 

          

          

          

          

          

          

          

 

図付3-6 メッシュ図(1/25,000地形図) 
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３. 対象範囲の左下隅を含むメッシュ(二重線で囲まれた部分)を下図のように取り出し、 比例配分等により

秒数を計算し、左下隅(X1,Y1)の座標を求める。求められた北緯X1を「南側境界座標緯度」に、東経Y1を「西側

境界座標経度」に記入する。 

 140°25’ 140°26’ 
36°27’ 

36°26’ 

a 

b 

y 

x 
（X1,Y1） 

(1)スケール等で地形図上からa、bの距離を求める。
       a＝7.5cm　　　b＝6.0cm
(2)同様にx,yの距離を求める。
       x＝1.25cm　　　y＝5.0cm
(3)下記計算により（X1、Y1）を求める。
       北緯＝ 36°26’＋60”×1.25÷7.5＝ 36°26’10”
       東経＝140°25’＋60”×5.0 ÷6.0＝140°25’50”

 
図付3-7 メッシュ拡大図 

 

 ４. 右上隅も同様の手順で、北緯を「北側境界座標緯度」に,東経を「東側境界座標経度」に記入

する。 
 

4）都道府県の東西南北端点と重心の経度緯度の調査方法 

各都道府県の東西側の経度、南北側の緯度については、下記URLのホームページを参照して記入

することができる。 

 

(参照先：日本の東西南北端点の経度緯度) 

国土地理院 

 http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/center.htm 

 

5）既知の平面直角座標を変換する方法 

平面図等で既に対象範囲の平面直角座標が判明している場合は、それらの値を緯度経度に変換し

て境界座標に記入することができる。 

 

(インターネット上で利用可能な変換プログラム例) 

国土地理院 

 http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/main.html 

  
 


